
議案第７８号 

岩倉市子ども・子育て会議条例及び岩倉市特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて 

岩倉市子ども・子育て会議条例及び岩倉市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

別紙のように定めるものとする。 
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岩倉市子ども・子育て会議条例及び岩倉市特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

（岩倉市子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第１条 岩倉市子ども・子育て会議条例（平成２６年岩倉市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。 

第３条中「第７７条第１項各号」を「第７２条第１項各号」に改める。 

（岩倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正） 

第２条 岩倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例（平成２６年岩倉市条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３

号」に改め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」

に改め、同項第２号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改め、同項第３号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に、「同項第３号」を「同条第３号」に改める。 

第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改

め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改

める。 

第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

第１３条第４項第３号ア(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条

第１号」に改め、同号ア(ｲ)中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第

２号」に改め、同号イ(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１

号」に改め、同号イ(ｲ)中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に改める。 

第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改める。 

第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に
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改め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、

「同項第２号」を「同条第２号」に、「第１９条第１項第２号」を「第 

１９条第２号」に改め、同条第３項中「同項第１号又は第２号」を「同

号又は同条第２号」に改め、「、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区

分に係る利用定員の総数」とあるのは「同項第２号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総数」と」を削る。 

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第１号」を「同条第１号」に、「第１９条第１項第１号」を「第 

１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第１号」を「同条第１号」に改める。 

第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第

１９条第３号」に改める。 

第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に

改め、同条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中

「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項第

１号に」を「第１９条第１号に」に、「法第１９条第１項第１号又は第３

号」を「同号又は同条第３号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９

条第２号」に改める。 

第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に

改め、同条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第３号」を「同条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第 

１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第

１９条第２号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


